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はじめに 

 

 昭和 45 年の線引き（市街化区域及び市街化調整区域の都市計画決定）後、約 35

年が経過し、横浜市を取り巻く社会経済状況や、自然・環境に対する市民意識は大

きく変化しています。 

 現在の市街化調整区域の土地利用状況を見ると、資材置場、駐車場、福祉施設、

墓地などさまざまな都市的土地利用が混在し、乱雑な土地利用が進行しています。 

また、都市的土地利用の進行に伴って、市民にとって貴重な緑地や農地が減少し

つつあります。 

 そこで、横浜市域全体の将来像に照らしつつ、市街化調整区域のあり方について

検討するため、平成 17 年 10 月に「市街化調整区域あり方検討委員会」が設置され、

横浜市長より諮問を受けました。 

 本委員会では、これまでに5回の委員会と1回の現場調査を実施し、課題や原因、

またあるべき方向について議論を重ね、その検討の概要を中間的にとりまとめまし

た。 

この中間とりまとめは、中間段階での考え方を市民の方々へ示し、幅広い意見を

伺った上で、今後の最終答申につなげていこうとするものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市街化調整区域あり方検討委員会 

委員長  蓑原 敬 
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１ 横浜市の市街化調整区域の経緯 

 

 横浜市は、昭和 30 年代後半から、都市基盤が十分でないまま市街化が進むいわ

ゆるスプロールが進行しました。 

そこで、横浜市は、昭和 45 年の線引きにあたり、「緑地・農地の積極的な保全」、

「乱開発によるスプロールの抑制」、「公共公益施設の需要増に伴う財政負担の軽

減」などを目的に、一団の山林や農地、計画開発予定地、スプロールの初期段階の

地区を、極力多く市街化調整区域に取り込み、段階的かつ計画的に市街化を図って

いくこととしました。このため、市街化調整区域と市街化区域は、複雑に入り組む

とともに小規模で分散しています。この結果、市街化調整区域の緑地は、市街化区

域の居住者にとっても身近なものとなっていることが横浜市の市街化調整区域の

特徴となっています。 

 その後、現在まで、５回の線引き見直しにより、計画開発による市街化区域編入、

緑地・農地保全のための逆線引き（市街化区域を市街化調整区域へ変更すること）

などを行ってきましたが、全体としては、概ね昭和 45 年当時の市街化調整区域の

規模が維持されてきました。 

 

（参考－１ 横浜市の市街化調整区域の指定状況、見直しの経緯） 
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２ 課題と原因 

 

(1)課題 

【緑地・農地の減少】 

○ 緑被率 

横浜市の緑被率（航空写真で計測した市域面積に占める緑の割合）は、現

在約 31％（平成 16 年度調査）となっており、約 20 年前と比較すると約 10

ポイント減少しています。 

○ 山林・農地 

・過去 19 年間の全市での変化（固定資産税概要調書） 

山林は、約 4,400ha が約 2,400 ha に減少 

農地は、約 5,000ha が約 3,400 ha に減少 

・過去 19 年間の市街化調整区域での変化（固定資産税概要調書） 

山林は、約 2,200ha が約 1,600ha に減少 

農地は、約 3,100ha が約 2,600ha に減少 

○ 以上の減少ペースが続けば、緑被率の維持をはじめ、横浜市の自然環境

の保全が困難な状況となります。特に市街化調整区域には、まとまった緑

地・農地があり、これらの喪失に歯止めをかけることはきわめて重要な課

題となっています。 

（参考－２ 緑被率の推移、区域区分別緑被率、緑被率の変遷、山林、農地面積推移） 

 

【土地利用の混乱】 

市街化調整区域では、都市的土地利用を抑制し、緑地・農地など自然的土地

利用を極力保全することとしてきました。しかし、実際には、さまざまな施設

立地が徐々に進行しています。 

すなわち 

① 学校・病院・社会福祉施設など公共・公益的に必要な施設 

② 大規模な墓地やスポーツレクリエーション施設などの大規模な施設 

③ 資材置き場や駐車場、廃棄物処理施設など建築物を伴わない施設 

④ 農家の分家住宅など都市計画法に基づく例外許可施設 

などの都市的土地利用が、緑地・農地の間に、徐々に混在してきました。 

この結果、緑地・農地の減少に加え、農業生産環境と生活環境との双方にと

って好ましくない状態となっています。くわえて、横浜の特徴である身近に存

在する自然・田園的景観も次第に混乱したものとなりつつあります。 

 

(2) 原因 

【土地所有者と開発事業者の考え方】 

市街化調整区域内の緑地や農地などが土地利用転換される背景には、土地所
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有者や開発事業者の様々な事情が考えられます。 

まず、緑地・農地の土地所有者である農家にとっては、多くが農業収入だけ

では生活が困難であり、後継者不足などの不安を抱えていることが考えられま

す。また、山林の維持管理が大変であること、固定資産税・相続税などの負担

が重いことなどがあります。これらのことから、やむを得ず都市的土地利用に

転換し、売却・賃貸しなければならないケースが多いと考えられます。 

一方では、施設を設置する事業者にとっては、市街化区域に比べ、土地が相

当安価であること、まとまった土地を得やすいことなどのメリットがあること

から、市街化調整区域が事業の候補地にされやすいと考えられます。 

 

【現行制度の限界】 

現行都市計画法では、市街化調整区域は原則として市街化を抑制することと

なっています。しかし、法制定時に、許可不要施設として農林漁業用施設のみ

ではなく、公共・公益的に必要な施設として福祉施設・医療施設・学校・庁舎

なども位置づけられました。また、周辺の市街化を促進するおそれがないと認

められ、かつ、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる

例外許可の施設が組み込まれることとなりました。 

その結果、前記【土地利用の混乱】の①は許可不要とされ、②、④は許可に

より立地可能とされ、また、③はそもそも規制対象としての建築物がない土地

利用であることから都市計画法の規制が及ばない状況となっています。 
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３ 対応の方向性 

 

(1) 横浜市の市街化調整区域を巡る社会経済状況の認識 

【人口減少社会の到来】 

平成 17 年よりわが国は、総人口が減少に転じています。 

横浜市においても、日本全体の趨勢からは少し遅れるものの、人口減少社会は

確実に到来すると考えられ、この大きな社会の変化に対応し、市街地の拡大を抑

制していくことが求められています。 

（参考－３ 横浜市の人口推計） 

【環境への関心の高まり】 

省エネルギー、ヒートアイランド対策など地球環境への対応が求められ、癒し

や余暇活動など身近な自然に対する欲求の高まり、また、地産地消・食育・定年

帰農など農業への関心も高まっています。 

さらに、景観法の創設など景観への市民の意識が高まっており、魅力的な都市

景観や豊かな田園景観など横浜の特長を生かした景観づくりも重要になっていま

す。 

 

【厳しい財政状況】 

現在の横浜市の財政状況は、4 兆円を超える市債残高を抱え、厳しい状況とな

っていますが、多様化する市民ニーズには、的確に対応していくことも必要です。 

このような状況から、都市づくり施策の実施にあたっては、規制誘導手法を有

効に活用するとともに、必要な財源を重点的に確保しつつ、必要最小限の財政支

出とする工夫が求められています。 

また、市民や民間セクターとの協働によってまちづくりを進めていくことが望

まれます。 

 

(2) 基本的な考え方 

【土地利用の基本的な考え方】 

市街化調整区域の緑地・農地は、「新鮮で安全な食料生産」、「地球温暖化の防

止、ヒートアイランド現象の緩和、大気の浄化」、また、「地震・火災などの災害

時の避難場所」、「スポーツ、散策、農体験などのレクリエーション」、さらには、

「豊かな田園景観」、「環境教育面での重要性」など様々な意義と効用があります。 
しかし、現状のまま土地利用が推移すると、緑地・農地は着実に減少し、また

土地利用の混在化が進行することが懸念されます。このような動向に対し、早急

な対応策を講じない場合、住環境に課題をもった不良市街地となるおそれがあり

ます。 

このような状況の中、このたびの都市計画法の改正により、学校・病院・社会

福祉施設などの施設についても許可が必要となり、また、地方分権一括法の施行

以来、地方自治法に基づく条例によるまちづくりも各地で行われています。 
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そこで、これらを効果的かつ積極的に活用し、市街化調整区域の自然環境を市

民共有の財産として総合的な規制・誘導策により、極力保全・創造する必要があ

ります。 

これを推進するためには、緑に対する市民意識の高まりと、土地所有者などの

理解が重要となります。 

 

(3) 区域別対応に向けて 

横浜市の市街化調整区域には、いくつかの特性をもつ区域が存在しています。

そこで、土地利用のあり方の検討にあたっては、一律に考えるのではなく、緑地・

農地の保全や、適切な都市的土地利用の立地など、区域特性に応じた規制・誘導

策を検討する必要があります。 

 

【各区域の特性】 

横浜市の市街化調整区域は、緑地・農地の保全状況、市街化状況、計画開発の

位置づけなどから、次の４つの区域に大きく分類できます。 

各区域の「現状の区域特性」、「課題」、「土地利用のあり方」、及び「対応方向

のイメージ」は、次のように考えられます。 

 

① Ａ区域 

○ 現状の区域特性 

・集団的な緑地や農地が残っている区域。 
・既に法令・契約等により保全の担保がなされた区域、および、今後担保を

拡大すべき区域。 

 

○ 課題 

・市民の森制度など契約によるものは、必ずしも恒久的な担保になりません。 

・用地買収も必要だが財源の制約があります。 

・今後担保を拡大すべき区域が次第に土地利用転換されています。 

・今後担保を拡大すべき区域の取り扱い（区域の明示、地権者の理解など）

を定める必要があります。 

 

○ 土地利用のあり方 

・まとまりのある緑地、農地として保全・創造を図ります。 

 

 

○ 対応方向のイメージ 

・法令・契約等効果的な規制・誘導手法を検討します。 

・規制策と合わせて、土地所有者にもメリットのある仕組みを検討します。 

・財政的制約を踏まえた上で、必要な財源の確保を検討します。 
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② Ｂ区域 

○ 現状の区域特性 

・一部に優良な農地や緑地を含んでいるが、法令等による担保がなされてお

らず、自然的土地利用と都市的土地利用との混在がゆるやかに進行してい

る区域。 

 

○ 課題 

・このまま放置すると、現行規制が十分でないことから、緑の減少と土地利

用の混在が進行し、将来不良市街地となるおそれがあります。 
 

○ 土地利用のあり方 

・土地利用の混在の進行を抑制し、自然的土地利用と都市的土地利用の共存

が図られた、農家・住民などにも魅力ある区域とします。 

 

○ 対応方向のイメージ 

・不良市街地となることを防止する土地利用・緑化などのルールの導入を検

討します。 

・地域で協働し、自然と都市が共存する地域づくりを目指して計画を策定し

た場合、この計画の実現のための支援を検討します。 

 

③ Ｃ区域 

○ 現状の区域特性 

・既にほとんど市街化が進んだ区域。 

 

○ 課題 

・このまま放置すると、現行規制が十分でないことから、土地利用の混在な

どが進行する恐れがあります。 

 

○ 土地利用のあり方 

・住宅を中心としたゆとりある区域とします。 

 

○ 対応方向のイメージ 

・住環境の悪化を防止する方策を検討します。 

 

④ Ｄ区域 

○ 現状の区域特性 

・鉄道駅など、横浜市の都市づくり上の位置づけがあり、計画的な土地利用

を例外的に検討すべき区域。 
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○ 課題 

・計画開発が進まないまま、バラ建ちが進行しています。 

 

○ 土地利用のあり方 

・都市づくり上の位置づけと整合し、周辺土地利用との調和を図りつつ、一

定の市街地整備水準を有した計画的な土地利用を誘導されています。 

 

○ 対応方向のイメージ 

・土地利用の混在を抑制しつつ、計画的な土地利用の誘導を検討します。 
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４ 今後の検討項目 

 

平成18年度は、中間とりまとめに対する市民からの意見を踏まえるとともに、

「区域別のあるべき姿とその実現シナリオ」、「規制誘導手法の制度化に向けた方

針」などについて検討を行い、これを最終答申としてとりまとめることとします。 
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 １７年度からの検討内容及び検討メンバー 

(1) 検討内容 

委員会 検討内容及び委員からの主な意見 

第１回 

H17.10.27 

○諮問内容とその背景 

【主な意見】 

横浜における市街化調整区域の意味(環境上、市民生活上等)を整理するこ

と/緑地・農地との関係は特に重要/このことを広く市民の支持を得ていく

必要があるなど 

第２回 

H17.11.24 

○緑地、農地の保全の現状・課題・対応アイディア 

【主な意見】 

緑地・農地が転換される原因の把握が必要/横浜市の緑地・農地施策全体と

のすり合わせが必要/現地の状況把握が必要など 

第３回 

H18.1.24 

○現地調査、施策を進めるにあたっての課題 

【主な意見】 

計画を実現する手順・手法の検討が必要など 

第４回 

H18.3.22 

○区域分け(案)、区域別規制・誘導策など 

【主な意見】 

区域別の規制・誘導策のあり方/制度的位置づけの検討が必要/モデル地区

での検討が必要など 

第５回 

H18.5.31 

○中間とりまとめ(案)など 

【主な意見】 

 中間とりまとめ/緑地・農地の保全を支援する仕組みが必要/区域別の規

制・誘導策のあり方/土地利用規制だけでなく緑地・農地の総合的な施策につ

いてなど 

(2) 市街化調整区域あり方検討委員会 委員 

委員長  蓑 原  敬  ㈱蓑原計画事務所 都市プランナー 

副委員長 柳 沢  厚  ㈱Ｃ－まち計画室代表 横浜国立大学講師 

内 海 麻 利 駒澤大学法学部 助教授 

高見沢  実  横浜国立大学大学院工学研究院 助教授 

田 代 洋 一 横浜国立大学大学院国際社会科学研究科 教授 

西 田 雅 江 弁護士 

半 田 真理子 財団法人 都市緑化技術開発機構 都市緑化技術研究所 所長 



 

 11

参考―１ 

 

■ 線引き見直しの経緯 

 当初決定 第 1 回 第２回 第３回 第４回 第５回

告 示 日 S45.6 S52.3 S59.12 H4.9 H9.4 H15.3 

市街化区域面積（ha） 31,082 31,955 32,473 32,716 32,866 33,022

市街化調整区域面積（ha） 10,673 10,618 10,609 10,568 10,511 10,525

 

 

■ 横浜市の市街化調整区域の指定状況 

 

図 市街化調整区域の指定状況(平成 17 年 3月末時点) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 面    積 

都市計画区域 43,547ha 

市街化区域 33,022ha （75.8％） 

市街化調整区域 10,525ha （24.2％） 
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参考―２ 

 ■ 緑被率の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■ 区域区分別緑被率（H16） 
 

全市 市街化区域 市街化調整区域 

31.0％ 19.9％ 66.7％ 

 
 
 
 

■ 区別緑被率の変遷 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 市内の緑、特に樹林地は減少し続けている。緑被率（航空写真で計測した、市域面積に占め

る緑の割合）は、現在約 31％（平成 16 年度調査）で、22 年前に比べると約 10 ポイントも減

少している。 

平成 13 年の緑被率を区域区分別に見ると、市街化区域では約 20％に対し、市街化調整区域

では約 67％となっており、市街化調整区域に多くの緑が残っている。 

出典：環境創造局資料（平成 17 年 4 月時点） 
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■ 緑被率の推移
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■ 山林及び農地面積の推移 

農地・山林面積(固定資産税概要調書) 

市  域 市街化調整区域  

山 林 農 地 山 林 農 地 

1985 年 4,406ha 5,035ha 2,173ha 3,088ha 

19 年間の 

減少量 
↓約 2,000ha ↓約 1,600ha ↓約 500ha ↓約 400ha 

2004 年 2,447ha 3,420ha 1,634ha 2,640ha 

 

 ■ 山林面積の推移 
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 ■ 農地面積の推移 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

1985 1990 1995 2000 2004 

ha

年 

5,035

3,088

4,481 

2,917 

3,947

2,824

3,611

2,658

3,420 

2,640 

 13



 

 14

参考―３

■ 横浜市の人口推計 
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